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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ユ ー ザ ー の 右 耳 お よ び 左 耳 そ れ ぞ れ に 配 さ れ る ２ つ の 補 聴 ユ ニ ッ ト で あ っ て 、 各 々 が 、
受 信 さ れ た 入 力 音 声 信 号 を ア ナ ロ グ 入 力 信 号 へ と 変 換 す る 入 力 信 号 ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー 手
段 を 具 備 す る 前 記 ユ ニ ッ ト と 、 前 記 ア ナ ロ グ 入 力 信 号 を デ ジ タ ル 入 力 信 号 へ と 変 換 す る Ａ
／ Ｄ 変 換 手 段 と 、 前 記 デ ジ タ ル 入 力 信 号 を 処 理 し て デ ジ タ ル 出 力 信 号 を 生 成 す る デ ジ タ ル
信 号 処 理 手 段 と 、 前 記 デ ジ タ ル 出 力 信 号 を ア ナ ロ グ 出 力 信 号 へ と 変 換 す る Ｄ ／ Ａ 変 換 手 段
と 、 前 記 ア ナ ロ グ 出 力 信 号 を 前 記 ユ ー ザ ー に 知 覚 で き る 出 力 音 声 信 号 に 変 換 す る 出 力 信 号
ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー 手 段 と を 具 備 し 、 前 記 ユ ニ ッ ト 間 に ２ 方 向 性 通 信 リ ン ク が 提 供 さ れ て
、 前 記 ユ ニ ッ ト の １ つ に お け る 入 力 信 号 ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー 手 段 と デ ジ タ ル 信 号 処 理 手 段
と の 間 の 信 号 経 路 に お け る ポ イ ン ト を 、 前 記 ユ ニ ッ ト の 他 方 の 入 力 信 号 ト ラ ン ス デ ュ ー サ
ー 手 段 と デ ジ タ ル 信 号 処 理 手 段 と の 間 の 信 号 経 路 に お け る 対 応 す る ポ イ ン ト と 接 続 す る バ
イ ノ ー ラ ル ・ デ ジ タ ル 補 聴 シ ス テ ム に お い て 、 各 ユ ニ ッ ト （ １ ， ２ ； １ ６ ， １ ７ ） の デ ジ
タ ル 信 号 処 理 手 段 が 、 実 際 の ユ ニ ッ ト の 入 力 ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー 手 段 （ ３ ｒ ， ３ ｌ ； １ ８
ｒ ， １ ８ ｌ ） か ら の 信 号 の 個 別 処 理 、 お よ び 他 方 の ユ ニ ッ ト の 入 力 ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー 手
段 か ら の 信 号 の シ ミ ュ レ ー ト さ れ る 処 理 、 並 び に 一 方 で 同 じ ユ ニ ッ ト の 入 力 信 号 ト ラ ン ス
デ ュ ー サ ー 手 段 か ら 内 部 的 に 、 そ し て 他 方 で 他 方 の ユ ニ ッ ト の 入 力 信 号 ト ラ ン ス デ ュ ー サ
ー 手 段 か ら 前 記 通 信 リ ン ク （ ７ ； ２ ８ ） を 介 し て 供 給 さ れ る 信 号 の バ イ ノ ー ラ ル の 信 号 処
理 を 含 む 、 実 質 的 に 完 全 な デ ジ タ ル 信 号 処 理 を も た ら す よ う 配 置 さ れ 、 前 記 デ ジ タ ル 信 号
処 理 手 段 は 、 前 記 内 部 的 に 供 給 さ れ る 信 号 を 処 理 す る 少 な く と も 第 １ の デ ジ タ ル 信 号 プ ロ
セ ッ サ ー 部 （ ５ ｒ ， ５ ｌ ， １ ２ ｒ ， １ ２ ｌ ； ２ １ ｒ ～ ２ ３ ｒ ， ２ １ ｌ ～ ２ ３ ｌ ） と 、 前 記
通 信 リ ン ク （ ２ ８ ） を 介 し て 供 給 さ れ る 信 号 を 処 理 す る 第 ２ の デ ジ タ ル 信 号 プ ロ セ ッ サ ー
部 （ ６ ｌ ， ６ ｒ ， １ ３ ｌ ， １ ３ ｒ ； ２ １ ｌ ｓ ～ ２ ３ ｌ ｓ ， ２ １ ｒ ｓ ～ ２ ３ ｒ ｓ ） と 、 前 記
第 １ お よ び 第 ２ の デ ジ タ ル 信 号 プ ロ セ ッ サ ー 部 に お い て 処 理 さ れ る 信 号 か ら 得 ら れ る 情 報
の 共 通 の バ イ ノ ー ラ ル の デ ジ タ ル 信 号 処 理 を も た ら す 第 ３ の デ ジ タ ル 信 号 プ ロ セ ッ サ ー 部
（ ９ ｒ ， ９ ｌ ； ２ ４ ｒ ～ ２ ５ ｒ ， ２ ４ ｌ ～ ２ ５ ｌ ） と を 含 ん で お り 、 各 ユ ニ ッ ト に お け る
前 記 第 ２ の デ ジ タ ル 信 号 プ ロ セ ッ サ ー 部 （ ６ ｌ ， ６ ｒ ， １ ３ ｌ ， １ ３ ｒ ； ２ １ ｌ ｓ ～ ２ ３
ｌ ｓ ， ２ １ ｒ ｓ ～ ２ ３ ｒ ｓ ） は 、 他 方 の ユ ニ ッ ト に お け る 前 記 第 １ の デ ジ タ ル 信 号 プ ロ セ
ッ サ ー 部 （ ５ ｒ ， ５ ｌ ， １ ２ ｒ ， １ ２ ｌ ； ２ １ ｒ ～ ２ ３ ｒ ， ２ １ ｌ ～ ２ ３ ｌ ） を 前 記 他 方
の ユ ニ ッ ト に お け る 前 記 第 １ の 信 号 処 理 部 の パ フ ォ ー マ ン ス を 制 御 す る 調 整 パ ラ メ ー タ ー
に 関 し て シ ミ ュ レ ー ト す る こ と を 特 徴 と す る バ イ ノ ー ラ ル ・ デ ジ タ ル 補 聴 シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 ２ 方 向 性 の 通 信 リ ン ク （ ７ ） が ワ イ ヤ レ ス の 送 信 リ ン ク で あ っ て 、 ト ラ ン シ ー バ ー
手 段 （ ８ ｒ ， ８ ｌ ） お よ び ア ン テ ナ 手 段 （ ７ ｒ ， ７ ｌ ） が 前 記 補 聴 ユ ニ ッ ト の 各 々 に 備 え
ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 各 補 聴 ユ ニ ッ ト に お け る 前 記 ア ン テ ナ 手 段 （ ７ ｒ 、 ７ ｌ ） が 、

装 備 さ れ る 耳 型 か ら 外 に 突 出 し 、 引 き 出 し ひ も と し て 同 時 に 働 く 、 短 片 の ア ン テ ナ ・ ワ
イ ヤ ー を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 補 聴 ユ ニ ッ ト （ １ ６ ， １ ７ ） の 少 な く と も １ つ に お い て 、 ユ ニ ッ ト が 配 さ れ る 耳 に
適 合 さ れ る 信 号 処 理 を も た ら す 実 際 の 信 号 処 理 チ ャ ン ネ ル に お け る 処 理 ユ ニ ッ ト の た め の
調 整 パ ラ メ ー タ ー 、 並 び に 他 方 の ユ ニ ッ ト が 配 さ れ る 耳 に 適 合 さ れ る 前 記 シ ミ ュ レ ー ト さ
れ る 信 号 処 理 を も た ら す シ ミ ュ レ ー ト さ れ る 信 号 処 理 チ ャ ン ネ ル の た め の さ ら な る 調 整 パ
ラ メ ー タ ー が 、 メ モ リ ー （ ３ ０ ） に 入 力 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ま た は ３ に
記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 補 聴 ユ ニ ッ ト に お い て 、 完 全 な バ イ ノ ー ラ ル の 信 号 処 理 か ら 単 純 な モ ノ ラ ル の 信 号
処 理 に わ た る 範 囲 で 変 化 す る 操 作 モ ー ド が 備 わ る も の と し 、 お よ び ／ ま た は シ ス テ ム ・ パ
フ ォ ー マ ン ス の 異 な る 音 響 環 境 ま た は 聞 き 取 り 状 態 へ の 適 合 を 提 供 す る パ フ ォ ー マ ン ス ・
プ ロ グ ラ ム 設 定 を 、 前 記 メ モ リ ー （ ３ ０ ） が さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載
の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 補 聴 ユ ニ ッ ト （ １ ， ２ ； １ ６ ， １ ７ ） の 少 な く と も １ つ が 、 少 な く と も ２ つ の 連 続
す る パ フ ォ ー マ ン ス ・ プ ロ グ ラ ム 設 定 の 間 の 中 間 設 定 を 計 算 す る 手 段 を 含 む こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ５ に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 中 間 設 定 を 含 む 前 記 パ フ ォ ー マ ン ス ・ プ ロ グ ラ ム 設 定 の た め の プ ロ グ ラ ム 選 択 手 段
（ ３ １ ） が 、 ユ ー ザ ー に 操 作 さ れ 、 お よ び ／ ま た は 入 力 音 声 信 号 の 分 析 に 基 づ い て 自 動 的
に 活 性 化 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ ま た は ６ に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 選 択 手 段 （ ３ １ ） が 、 制 御 信 号 の ワ イ ヤ レ ス 送 信 に よ っ て 遠 隔 制 御 さ れ る こ と を 特
徴 と す る に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 メ モ リ ー （ ３ ０ ） が 、 マ ス タ ー ・ ユ ニ ッ ト と し て の み 働 く １ つ の 補 聴 ユ ニ ッ ト に 備
え ら れ 、 前 記 ２ 方 向 性 の 通 信 リ ン ク （ ２ ８ ） が 、 前 記 １ つ の ユ ニ ッ ト か ら ス レ ー ブ ・ ユ ニ
ッ ト と し て 働 く 他 方 の ユ ニ ッ ト へ 調 整 パ ラ メ ー タ ー 設 定 を 転 送 す る よ う 設 計 さ れ て い る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ か ら ８ の い ず れ か に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 補 聴 ユ ニ ッ ト （ １ ６ ， １ ７ ） の 各 々 に 、 前 記 メ モ リ ー （ ３ ０ ） お よ び 前 記 プ ロ グ ラ
ム 選 択 手 段 （ ３ １ ） が 備 え ら れ 、 前 記 選 択 手 段 （ ３ １ ） は 双 方 の ユ ニ ッ ト に お い て ユ ー ザ
ー 操 作 並 び に 自 動 活 性 化 用 に 設 計 さ れ て お り 、 前 記 ２ 方 向 性 の 通 信 リ ン ク （ ２ ８ ） は 前 記
２ つ の ユ ニ ッ ト 間 の パ ラ メ ー タ ー 設 定 の 交 換 用 に 設 計 さ れ て お り 、 そ の ユ ニ ッ ト の １ つ は
、 前 記 シ ス テ ム の 調 整 制 御 を 提 供 す る 決 定 手 段 を 含 ん で い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 、
７ お よ び ８ の い ず れ か に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 ２ つ の 補 聴 ユ ニ ッ ト の 各 々 に お け る 前 記 バ イ ノ ー ラ ル の 信 号 処 理 機 能 は 、 右 耳 お よ
び 左 耳 の 補 聴 ユ ニ ッ ト に 入 射 す る 音 声 信 号 間 の 音 響 ス ペ ク ト ラ ム の 相 違 お よ び ／ ま た は 音
声 レ ベ ル を 考 慮 す る た め に 他 方 の ユ ニ ッ ト に お け る バ イ ノ ー ラ ル の 信 号 処 理 機 能 に 関 し て
正 確 に 模 倣 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る に 記 載 の 補 聴
シ ス テ ム 。
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ユ ー ザ の 耳 の チ ャ ン ネ ル
に

請 求 項 ２ 、 ３ ま た は ７
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ひ と つ

請 求 項 １ か ら １ ０ の い ず れ か ひ と つ



【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 補 聴 ユ ニ ッ ト の 各 々 の バ イ ノ ー ラ ル の 信 号 処 理 部 が 、 実 際 の お よ び シ ミ ュ レ ー ト さ
れ る 信 号 処 理 チ ャ ン ネ ル に お け る フ ィ ー ド バ ッ ク 信 号 間 の 相 違 を 表 す 残 留 信 号 の 処 理 に よ
っ て 、 ハ ウ ル 抑 制 を 提 供 す る フ ィ ー ド バ ッ ク ・ ハ ウ ル 抑 制 シ ス テ ム を 具 備 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 補 聴 ユ ニ ッ ト の 各 々 に お い て 、 例 え ば 前 記 第 １ お よ び 第 ２ の プ ロ セ ッ サ ー 部 か ら 前
記 第 ３ の プ ロ セ ッ サ ー 部 に 供 給 さ れ る 信 号 の 圧 縮 に よ っ て 、 制 限 の た め の 手 段 が 備 え ら れ
て い る こ と を 特 徴 と す る に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 ２ つ の 補 聴 ユ ニ ッ ト の 各 々 に お い て 、 そ の ２ つ の ユ ニ ッ ト の 信 号 処 理 部 間 で 同 期 情
報 を 交 換 す る 手 段 （ ３ ３ ） が 備 え ら れ る こ と を 特 徴 と す る

に 記 載 の 補 聴 シ ス テ ム 。
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